質疑回答内容公表
業務名　水施設清掃業務委託
回答課　維持管理課
更新日　令和８年６月１５日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和８年６月８日
	公告内の仕様書の２業務方法（５）にある（産業廃棄物と判断されれば廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従うこと）とありますが、この表記ですと設計は産業廃棄物という積算はおこなっていないと予定金額からも伺えられるので、仮に産業廃棄物とみなされた場合は変更契約をおこなってくれるのでしょうか。

あと、どのような場合に産業廃棄物とみなすのか基準はありますか。


仮に産業廃棄物となった場合には収集運搬の許可がない業者が受注すると運搬ができないと思うので入札条件に汚泥の収集運搬許可が必要である旨の記載は必要かと思いますが見解をお願いします。

以上質問は３点となります。※ちなみに弊社は収集運搬の許可は持っています。
	令和８年６月１５日
	監督員と協議したうえで決定します。







廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第二条第四項一に記載のとおりです。

池に発生する藻や広場等から飛散してきた砂及び枯葉程度ですので、本業務で発生しない産業廃棄物のため、収集運搬許可は必要ないという見解です。



